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第 20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）会場所在自治体の 

第 19 回アジア競技大会（2022/杭州）視察に係る行程支援業務仕様書 

 

１ 業務の目的 

  2023 年 9月 23日（土）から 10月 8日（日）にかけて、中国・杭州で開催される第 19回アジ

ア競技大会（2022/杭州）に、自治体の職員を派遣し、大会開催による市民活動への影響等につ

いて会場周辺の様子を視察することで、次回大会である第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・

名古屋）に向けた準備に資する。 

 

２ 契約期間 

  契約締結日から２０２３年１０月２５日（水）まで 

 

３ 業務内容 

（１）行程支援に関すること 

  ア 概要 

    中国・杭州において、競技会場周辺の様子を視察するための行程支援を行う。 

  イ 渡航日程等 

    日程：２０２３年９月２５日（月）から２０２３年９月２７日（水）まで 

    人数：計１３名 

     ※詳細行程は、別紙のとおり。 

  ウ 業務内容 

  （ア）航空券の手配等 

   ・ 中国・杭州までの最も経済的な往復航空券等（名古屋から国内の空港までの往復交通

費を含む）を手配すること。 

   ・ 客席の区分はエコノミークラスとすること。 

・ 現地の空港からホテルまでの移動については、「（イ）現地移動手段の確保」で規定し

たバスによる移動とすること。 

  （イ）現地移動手段の確保 

   ・ 全行程に係る現地移動手段を手配すること。なお、事前に視察会場等の位置、経路及

び所要時間を確認すること。 

   ・ 手配が必要となる日数及び台数については、別紙を参照すること。車種についての要

件は以下のとおりとすること。 

     バス：原則２０席以上の大きさとすること（荷物も含め渡航者及び添乗員など 

現地業務従事者が全員乗車可能であること）。 
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（ウ）現地ガイドの手配 

・ ２日目及び３日目に係る現地移動手段を支援する現地ガイドを手配し、競技会場周辺

を案内するために同行させること。なお、当該ガイドは、杭州市内の地理に精通して

おり、競技会場のどこへ停車するのか、どの経路が最速かなど、添乗員及び当日使用

する車の運転手等に把握させ、事前に経路を確認すること。 

・ 現地ガイドの対応言語は、日本語及び中国語とすること。 

・ 手配が必要となる日程及び人数については、別紙を参照すること。 

  （エ）添乗員の同行 

   ・ 渡航の円滑な実施のため、添乗員１名が全行程に同行し、行程管理、渡航者の安全確

保、ガイド、空港・ホテル等における各種手続、必要経費の支払い、食事・休憩場所の

手配、食事費用等の立替払い、緊急時の対応等を行うこと。 

   ・ 同行を要する行程については、別紙を参照すること。 

  （オ）宿泊場所等の手配 

   ・ 杭州市内又は杭州市周辺の宿泊場所を手配すること。 

   ・ 手配が必要となる日程については、別紙を参照すること。 

   ・ ホテルの客室はスタンダードクラス、シングル利用（朝食付）とすること。 

   ・ 全行程に係る昼食及び夕食（4,000 円程度）を手配すること。手配が必要となる回数に

ついては、別紙を参照すること。 

 

（２）通信機器等の手配に関すること 

  ・渡航中に使用する Wi-fi ルーターを１台手配すること。 

 

４ 実績報告書の提出 

（１）委託業務を完了したときには、速やかに委託業務実績報告書を作成し、次により契約の期

限内に提出すること。 

  ・実績報告書：カラー印刷１部、電子データ 

   報告書は、業務状況が確認できるものとし、写真入りで作成すること。 

（２）納品場所 

   公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 

経営企画課 企画グループ 
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５ 留意事項 

①本業務の実施に当たり疑義が生じた場合、受託者は委託者の指示を仰ぎ、その指示に従うも

のとする。 

②委託者は、受託者から求めがあった場合には、本業務の遂行に必要となる情報を受託者に提

供するものとする。但し、委託者が対応可能な範囲に限る。 

③受託者は、本業務の遂行に当たり知り得た情報を、委託者の事前の許可なく他者に漏らして

はならない。本契約の終了後も同様とする。 

④委託者は、本業務を履行するために必要であり、かつ、やむを得ないと認めるときは、受託

者と協議の上、仕様書の内容を変更することができる。この変更によって、委託業務の一部

が削除された場合、委託者は契約金額を変更することができる。この場合において、契約金

額の減少による受託者の契約解除権は発生しない。 

⑤妨害又は不当要求に対する届出義務 

 ア 受託者は、契約の履行にあたって、暴力団又は暴力団員等からの妨害（不法な行為等で、

業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求する権

利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若

しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）を受けた場合は、速やかに

委託者へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。 

イ 受託者が、アに規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、アの報告又は被害

届の提出を行わなかった場合は、契約の相手方としない措置を講じることがある。 

⑥この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者が協議して決めるも

のとする。 

 

６ 権利処理  

①受託者は、委託者及び第三者に対し、本業務で作成する成果物に関する著作者人格権（公表

権、同一性保持権、氏名表示権）を一切行使せず、また第三者がかかる権利を行使しないよ

う受託者の責任と負担の下で権利処理を行うものとする。  

②本業務の成果物に使用される文芸、美術等一切の著作権、第三者の肖像権、プライバシー権

その他の一切の権利及び本業務に関与するすべての者に関する権利の処理は、すべて受託者

の責任と負担で行い、本業務の成果物の著作権が何ら問題を生ずることなく完全な状態で委

託者に帰属するよう措置するものとする。  

③関係者その他第三者から異議、苦情の申し立て、実費又は対価の請求、損害賠償請求等があ

った場合は、弁護士費用も含め、受託者の責任と負担においてこれを処理するものとする。



 

 

 

9/26
（火）

9:00
～

19:00

～21:00

航空機利用

専用車

・現地空港発
　　　　　　　　　　　　　　　　【航空券手配】

・旅行会社手配の空港着、各自解散

昼前後便
＜約３H＞

＜約２H＞

～21:00

7:30～

7:30～

9:00
～

12:00

・旅行会社手配の空港へ各自集合
＊空港までの往復チケットは旅行会社にて手配

・現地の空港着
　　　　　　　　　　　　　　　　【航空券手配】

・現地空港⇒杭州市又は杭州周辺市のホテル
　　　　　　　　　　　　　　【専用車１台手配】

・杭州市又は杭州周辺市のホテルへチェックイン
　　　　　　　　　　　　　　　【宿泊場所手配】

・チェックイン後、夕食
　　　　　　　　　　　　　　　　　【夕食手配】

・ホテル着

　　　　　　　　　　　　　　　　　（杭州　泊）

・ホテルレストランにて朝食後、チェックアウト

・2日目で視察出来なかった杭州市内の任意の会場周
　辺を視察
　　　　　　　　　　　　　　【専用車１台手配】
　　　　　　　　　　　　　　【ガイド１名手配】

朝：各自

昼：各自

夜：手配

朝：ホテル

昼：手配

夜：手配

朝：ホテル

昼：各自

夜：各自

専用車

航空機利用

別紙

9/27
（水）

月日（曜） 都市名 時間 移動手段

名古屋
↓

杭州

杭州

杭州
↓

名古屋

スケジュール

・ホテルレストランにて朝食

・朝食後、杭州アジア競技大会の競技会場周辺数か
　所を合同視察
　　　　　　　　　　　　　　【専用車１台手配】
　　　　　　　　　　　　　　【ガイド１名手配】
　　　　　　　　　　　　　　　　　【昼食手配】

（視察会場）　＊どこかで昼食をとること

①バスケットボール/Hangzhou Olympic Sports Centre
Gymnasium　＜１．５H＞

②ボクシング/Hangzhou Gymnasium　＜１．５H＞

③バレーボール/Hangzhou Normal University
Cangqian Gymnasium　＜１．５H＞

＊時間に余裕がある場合は、杭州市内の任意の会場
　周辺視察を行う。

・視察終了、夕食後ホテルへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　【夕食手配】

・ホテル着

　　　　　　　　　　　　　　　　　（杭州　泊）

専用車

9/25
（月）

午後便

ツアー行程表

食事


